
7広報おくしり 平成30年10月号 お知らせ財政健全化

平成29年度奥尻町健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
　
﹁
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
﹂
第
３
条
第
１
項
及

び
第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
﹆
奥
尻
町
の
平
成
2⓽
年
度
の
決
算
に
基
づ

く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

１　健全化判断比率 （単位：％）

２　資金不足比率 （単位：％）

区　　　分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
平 成 29年 度 － － 11.3 	 31.5
早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 40.00 35.0

特 別 会 計 の 名 称 資金不足比率 経　営　健　全　化　基　準
国民健康保険病院事業会計 －

20.0
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 －
港湾施設用地造成事業特別会計 －
公共下水道事業特別会計 －
漁業集落排水事業特別会計 －

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率がないため、「－」と表示しています。
　以上のように、平成29年度は「健全化判断比率」において、早期健全化基準をすべて下回りました。
また、各公営企業会計の「資金不足比率」については、資金不足が生じた会計がないため、該当ありませ
んでした。
　前年度との比較では、「実質公債費比率」で0.2ポイント、「将来負担比率」で7.5ポイント減少しており、
指数的には健全経営でありますが、普通交付税は国勢調査の影響により減少傾向となり、奥尻町の財政状
況は厳しくなることに変わりなく、これからも財政健全化を進めていかなければなりません。

実
質
赤
字
比
率

　
一
般
会
計
等
（
奥
尻
町
の
場
合
、
一
般

会
計
・
バ
ス
特
別
会
計
・
自
動
車
整
備
特

別
会
計
・
あ
わ
び
種
苗
特
別
会
計
）
を
対

象
と
し
た
実
質
収
支
（
歳
入
総
額
か
ら
歳

出
総
額
を
差
し
引
い
た
額
）
の
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
比
率
で
す
。

※
標
準
財
政
規
模
＝
標
準
税
収
入
額
等

（
町
民
税
や
地
方
譲
与
税
な
ど
）＋
普
通
交

付
税
＋
臨
時
財
政
対
策
債
発
行
可
能
額

連
結
実
質
赤
字
比
率

　
一
般
会
計
と
公
営
事
業
会
計
を
含
め
た

全
会
計
を
対
象
と
し
た
実
質
赤
字
（
又
は

資
金
の
不
足
額
）
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
比
率
で
す
。

実
質
公
債
費
比
率

　
公
債
費
や
公
営
企
業
債
に
対
す
る
繰
出

金
な
ど
の
公
債
費
に
準
ず
る
も
の
を
含
め

た
実
質
的
な
公
債
費
相
当
額
（
普
通
交
付

税
が
措
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
）
の
標
準

財
政
規
模
に
対
す
る
比
率
の
過
去
３
ヶ
年

平
均
値
で
す
。

将
来
負
担
比
率

　
一
般
会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質

的
な
負
債
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
比

率
で
す
。

資
金
不
足
比
率

　
公
営
企
業
ご
と
の
資
金
不
足
額
の
事
業

の
規
模
（
料
金
収
入
等
の
営
業
収
益
等
の

額
）
に
対
す
る
比
率
で
す
。

早
期
健
全
化
基
準

　
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
の
い
ず
れ
か

が
早
期
健
全
化
基
準
以
上
の
場
合
に
は
、

財
政
健
全
化
計
画
を
策
定
し
、
議
会
の
議

決
後
公
表
し
、
総
務
大
臣
等
に
報
告
し
、	

ま
た
、
毎
年
度
、
実
施
状
況
を
議
会
に
報

告
、
公
表
し
、
早
期
健
全
化
が
著
し
く
困

難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
等

は
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
早
期
健
全
化
基
準
以
上
と
な
っ

た
場
合
等
に
は
、
個
別
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
監
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
す
。

財
政
再
生
基
準

　
財
政
再
生
基
準
以
上
の
場
合
に
は
、
財

政
再
生
計
画
を
策
定
し
、
議
会
の
議
決
後

公
表
し
、
総
務
大
臣
に
協
議
し
、
同
意
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
毎
年
度
、	

実
施
状
況
を
議
会
に
報
告
、
公
表
し
、
財

政
運
営
が
計
画
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
か

ら
予
算
の
変
更
等
必
要
な
措
置
を
勧
告
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

経
営
健
全
化
基
準

　

早
期
健
全
化
基
準
に
相
当
す
る
も
の

で
、
各
公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
比
率

が
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
経
営

健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
り
、

早
期
健
全
化
基
準
と
同
様
、
実
施
状
況
の

議
会
報
告
・
公
表
、
国
等
の
勧
告
等
、
外

部
監
査
の
要
求
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

用
語
の
解
説


